
（⼀社）⽇本鍛圧機械⼯業会における
⾃主⾏動計画フォローアップ調査について

令和６年１２⽉２０⽇
⼀般社団法⼈⽇本鍛圧機械⼯業会



１．令和６年度フォローアップ調査結果（概要）

・調査期間︓令和６年10⽉3⽇〜11⽉15⽇
・調査企業︓（⼀社）⽇本鍛圧機械⼯業会の会員企業100社
・回答企業︓31社
・回答率 ︓31％
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１．令和６年度フォローアップ調査結果（概要）

概観（改善できた点、改善の余地がある点等特筆すべき内容を記載）
①「価格決定⽅法の適正化」については、発注側としては、以前より定期的な価格協議

を実施してきており、概ね問題はない。受注側としては、販売先の事情もあり、
必ずしも価格転嫁できているとはいえない。（個社の努⼒には限界がある）

②「⽀払い条件」については、⽐較的、⼿形⽀払いの割合は減ってきているが、受注側
としてサイトの短縮が問題であり、下請法の対象範囲の拡⼤を望む。

③「型取引」については、量産終了時の型保管費⽤について、未払いの実態も散⾒
されることから、協⼒会社と書⾯にて取引条件を明確化することを促していく。
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２．令和６年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組①価格の決定⽅法

【分析結果・今後の課題】
・発注側としては、サプライチェーンの強化の必要性もあり、以前より定期的な価格協議を実施して
きており、更には、昨今の報道あるいは⾏政、団体の指導もあり価格転嫁については概ね実施され
てきている。

・受注側としては、販売先の事情もあり、必ずしも価格転嫁できているとはいえない。
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設問．2024年度に適⽤する単価の決定・改定にあたり、協議の実施状況
【設問と回答】



２．令和６年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組①合理的な価格決定

当⼯業会の会員は機械製造メーカがほとんどであり、発注側としては部品・
原材料を購⼊し、受注側としては機械そのものをユーザに販売することに
なる。サプライチェーンの構築のためには、取引先との友好的な関係を保
つ為にも、適切な価格決定の場を設けることが優先される⼀⽅で、機械の
販売となると、競合他社との価格競争が必然的に⽣じることもあり、必ず
しも適正な価格での販売ができるとは限らない。

⇒「下請法」という縛りでは、機械メーカは板挟みの状態であり、これを是
正するためにも、対象取引は全ての売買⾏為に拡⼤すべきと考える。
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２．令和６年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組②原価低減要請、協賛等

【分析結果】
・機械メーカなので、販売先からの原価低減要請はあまりない。発注者側としては個別の
商売での価格競争上、協⼒会社へ都度、原価低減の要請することがある。但し、⼀元の
仕⼊れ先は少なく、たとえ原価低減の協⼒ができなくても、継続的な取引は⾏われている
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【設問と回答】
設問．客観的な経済合理性や⼗分な協議⼿続きを⽋く原価低減要請を
「⾏わないことを徹底しましたか」/「受けたことがありますか」



２．令和６年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組③⽀払条件

【分析結果】
・受発注ともに約束⼿形の割合は少なく、現⾦か電⼦債権となってきている。約束⼿形の廃
⽌についても周知されており、いずれはなくなるものと考える。サイトについても⽐較的
１２０⽇が多いが、下請法の運⽤基準変更に伴い、６０⽇以内への変更が予定されている。
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設問．取引の⽀払い条件の実態
【設問と回答】



２．令和６年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組③⽀払条件
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【今後のアクション】
・⽀払い条件は個社の資⾦繰りに関わる問題でもあり、⼯業会として取り組める策として
は限定的なものとならざるを得ないと考える。また、⽀払いを受ける側としても、販売
先からの⽀払い条件の改善とあわせた両輪の動きが必要となる。⼤企業は⾔うまでもな
く、中⼩企業といえども⽀払条件のサイト短縮を公的な施策の下で推進していく必要が
あると考える。
⇒それによって、発注側としてのサイト短縮も促進されるものと考えます。



２．令和６年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組④型取引

【分析結果】
・当⼯業会では受注側としての型取引は少なく、機械部品の発注側としての型取引がある。
概ね型管理の適正化への改善は⾏われてきているが、量産終了時の保管費⽤の未払いや
廃棄費⽤の未払い等がみられる。
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設問．型取引の実態について。
【設問と回答】



２．令和６年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組④型取引

【今後のアクション】
・今回のアンケートの結果を⼯業会ＨＰへ公開し、量産終了時の型保管費⽤につ
いては、協⼒会社と書⾯にて取引条件を明確化することを⾔及したい。
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２．令和６年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組⑤知財取引、⑥働き⽅改⾰

【分析結果】
・知財取引については受注側・発注側として、概ね何らかの対策及び対応をとっており、
特筆すべき事象はないものと考える。

・働き⽅改⾰についても、概ね、配慮されているとの結果であり、突発対応のコストに
ついても起因側での負担がとられている。
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設問．知財取引の保護のための具体的な対策。
【設問と回答】



３．取引適正化に向けた今後の取組

【今後の取組】
・今回の⾃主⾏動計画フォローアップアンケートの結果を⼯業会のＨＰに
掲載し、アンケート回答会員以外にも、是正すべき点を含めて実態を周知
し、業界全体で⾃主⾏動計画の促進を図る。
⇒ＨＰ掲載（2025年1⽉）
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